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  おはようございます。 

  委員の皆様並びに推進委員の皆様におかれましては、公私とも大変お忙しいとこ 

ろを総会にご出席いただき、誠にありがとうございます。 

  本日の総会は、令和５年度最初の総会となります。今年度もどうぞよろしくお願 

いいたします。 

   令和５年度定期人事異動により、事務局および各分室の担当者が替わっておりま

す。お手元に配付しておりますＡ４版１枚ものの「令和５年度大仙市農業委員会事

務局・分室体制」と書いた資料をご覧願います。 

   ここで、新たに担当となった職員をご紹介させていただきたいと存じます。氏名

が太字で書かれた職員です。 

   はじめに、事務局の加藤卓志主任です。市民部税務課から異動になりました。 

 

加藤卓志と申します。よろしくお願いいたします。 

 

   次に、大曲分室の伊藤美鈴主任です。健康福祉部高齢者包括支援センター医療介

護連携室から異動になりました。 

 

   伊藤美鈴と申します。よろしくお願いいたします。 

 

   次に、協和分室の佐藤創太主事です。健康福祉部生活支援課から異動になりまし

た。 

 

   佐藤創太と申します。よろしくお願いいたします。 

 

   最後になりますが、南外分室の「仲村大地」主事です。健康福祉部社会福祉課か

ら異動になりました。本日は、別の会議と重なり残念ですが欠席となっております。 

   委員、推進委員の皆様には、今年度も変わらぬご指導をいただきますよう重ねて

お願い申し上げます 

 

  次に、欠席の届出ですが、２１番、伊藤悟委員から出ております。 

それでは、定刻となりましたので、ただいまから第３７回大仙市農業委員会総会

を開催いたします。 

                                                (午前９時３０分 開会) 

 

  初めに、会長からご挨拶をいただきます。 

 

（会長挨拶） 

 

  ありがとうございました。 

 会議に先立ち、出席委員数をご報告させていただきます。ただいまの出席者は２２

名となっております。会議規則第９条の規定による定足数に達しており、本総会は

成立していることをご報告申し上げます。 

それでははじめに、３月８日の総会から第３７回総会までの主な業務につきまし

てご報告させていただきます。 

  お手元に配付しております第３７回総会までの業務報告書をご覧願います。 

 はじめに、３月８日に、広報門委員会を委員７名に出席をいただき、ここ大曲交 
流センターで開催し、農業委員会だより第２４号の最終校正についてご協議いただ 
いております。広報専門委員会終了後に、第３５回農業委員会総会を委員２２名、 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 与 

 

 

推進委員２７名の出席をいただき、同会場で開催しております。３月３０日には、 
令和４年度第５回農業委員会役員会を大曲エンパイヤホテルで開催しております。 
本日の総会でお諮りする案件について、ご協議いただいております。役員会終了後 

には、第３６回農業委員会総会を委員２２名の出席をいただき、同会場において開 
催しております。令和５年度定期人事異動に伴う人事案件についてご協議いただい 
ております。 

  その他の業務につきましては、配付いたしました資料のとおりとなっております 

ので、ご確認いただきたいと存じます。 
以上で、主な業務報告といたします。 

 

   それでは、大仙市農業委員会会議規則により、会議の進行は会長にお願いいたし

ます。 

 
本日の会議を開催します。 

  初めに、議事録署名委員を決めたいと思いますが、当席より指名することにご異 

議ございませんか。 

（異議なしの声） 
 
  異議なしと認め、１３番、橋勝範委員、１４番、田村誠市委員の両名を議事録 

署名委員に指名いたします。 

 

  議案第１号の「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。 
 

  議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について 
  農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 
 
                 令和５年４月７日提出 

                  大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 
  事務局の説明を求めます。 
 

   １ページ１番をご覧ください。 

農地の所在は、角間川町○○○○○○○○、地目が田、面積○○平方メートル外、田

２筆、合計面積○○○平方メートルです。 

売買による所有権移転です。 

譲渡人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、７９歳、 

譲受人は、○○○○○○○○○○○○、○○○さん、７５歳です。 

申請理由につきまして、申請地は○○さん所有の空き家に隣接していますが、空き家を

○○さんが購入することになったため、農地をあわせて取得するものです。申請地では、家

庭菜園用として花や枝豆等を栽培する予定と伺っています。 

なお、○○さんが今回取得する農地面積と、自身の経営面積の合計が１０アール未満で

あることから、これまでであれば、面積要件により許可出来ないこととなりますが、３月総会

で、ご連絡したとおり、農地法の改正により、本年４月１日からは、面積要件が無くなり緩和

されたことから、この案件は問題の無いものと考えられます。 

売買価格は総額○○円、１０アールあたりに割返すと、約○○○○○円となっています。 

 

 

続いて、３番をご覧ください。 

農地の所在は、内小友○○○○○○○○○、地目が田、面積○○○○○平方メートル 

外、田１筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 
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交換による所有権移転です。 

譲渡人は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、８７歳、 

譲受人は、○○○○○○○○○○○、○○○○さん、５７歳です。 

申請理由につきましては、お互いの耕作の利便性を考え、農地の交換をするものです。

なお、申請地と交換する農地は、横手市の旧大森町にあることから、事前に申請手続きに

ついて、横手市農業委員会と調整のうえ、対応していることをご連絡いたします。 

 

 

８ページ１０番をご覧ください。 

農地の所在は、土川○○○○○○○○、地目が畑、面積○○○平方メートル、外畑３

筆、田１筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

無償移転の案件です。 

譲渡人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○○○さん、既に亡くなられている方

になります。 

譲受人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○○さん、６８歳です。 

申請理由につきましては、遺贈としておりますが、亡くなられた方の遺言により、相続人

でない第三者に特定の農地を無償で譲渡することになります。この場合、通常の贈与の案

件と同様に、農地法の規定により許可が必要となります。 

生前に譲渡人は、弁護士資格を持つ方に依頼のうえ遺言書を作成しておりました。実の

子供がいないこともあり、これまでお世話になった近隣の方に、農地を贈与したいとの意向

が記載されており、今回、これに同意のうえ申請されたものになります。 

 

 

９ページ１２番と１３番は譲受人が同一の方で、関連がありますので一括でご説明させて

いただきます。 

農地の所在は、下鴬野○○○○○○○○、地目が田、面積が○○○平方メートル外、

田４筆、計５筆、合計面積○○○○○○○平方メートルです。 

    売買による所有権移転です。 

    譲渡人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、５８才、外１名です。 

    譲受人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、６９才です。 

    ３者は親類関係になります。 

    申出理由としまして、申請農地につきましては、これまで○○さんが長く借り受け、耕作し 

ていた農地になりますが、いずれは購入したいと考えていました。今回、その旨を相手方に

伝え、この度、相続登記が完了したことから申請となったものです。 

    売買価格は、いずれも１０アール当り○○○円で、１２番が総額○○○○○○○円、１３

番が、総額○○○○○○○○○円となっています。 

 

 

議案第１号につきましては、ただいま説明いたしました５件のほかに、有償所有権移転１

件、交換２件、無償所有権移転３件、賃貸借権設定の新規１件、使用貸借権設定の新規３

件、更新３件がございます。 

１５ページ、１６ページの農地法第３条の調査書をご覧ください。 

はじめに調査書の様式について説明させていただきます。これまで農地法第３条第２項

の欄については第７号まで記載しておりましたが、第５号にありました経営面積基準の要件

が３月３１日付けで削除されましたので、第６号以降が繰り上がっておりますのでお含みお

きください。 

農地法第３条第２項各号には該当しない旨記載したもので、結果許可要件を満たしてい

るものと考えます。 

よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 
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説明が終わりました。これより質疑を行います。 質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

質疑無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり許可することに決定しました。  

 
 

次に、議案第２号の「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題とします。 

 

 

議案第２号農地法第５条の規定による許可申請について 

農地法第５条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める 

 

             令和５年４月７日 提出 

                            大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 

 

事務局の説明を求めます。 

 

１７ページ１番をご覧ください。 

位置図及び平面図は、資料の１、２ページになります。 

農地の所在は、小貫高畑○○○○○○○○、地目が畑、面積○○○平方メートル、１

筆です。 

賃貸借の案件です。 

貸付人は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○さん。 

借受人は、○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○、○○○○○、○○○○

さんです。 

申請理由につきまして、借受会社は、今月下旬に申請地の西側に菓子販売店の出店

を予定しています。このため店舗敷地の駐車場が不足し、周辺道路の混雑が想定される

ことから、安全面に配慮して、一時的に駐車場とするものです。設定期間は３年間として

おりますが、状況により期間を短縮する場合もあることを確認しています。 

賃借料は年額○○○円、1 平方メートル当りに割返しますと、約○○○円になります。 

許可基準における立地基準につきまして、申請地は、都市計画法に規定する用途地域

が定められており、第３種農地に区分されるため、原則許可することが認められています。 

また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、許可要件を満たしているも

のと判断いたしました。 

 

続きまして、２番を説明します。 
位置図および平面図は、資料３ページ及び４ページです。 
農地の所在は、太田町斉内○○○○○○○○○、地目は田、面積○○○○○平方

メートル他、田２筆、計３筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 
賃貸借の設定です。 
貸付人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 
借受人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○、○○○○、○○○○○、○○

○さんです。 
   転用理由は、砂利採取のために一時転用するもので、設定期間は許可日から１年間、

賃借料は１平方メートル当たり○○○円です。 
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議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

許可基準における立地基準につきましては、申請地は農用地区域内にあることか

ら原則許可できませんが、例外として、農地法施行令第１１条第１項第１号により、

一時的に砂利採取のため農地を使用するものであることから、許可基準を満たして

いるものと判断いたしました。 

また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、許可要件を満たし

ているものと判断いたしました。 
 

事務局からの説明が終わりました。これより現地調査されました委員から補足説明をお

願いいたします。   

 

案件１番についてお願いします。       

 

２０番、渡です。 

資料の地図が分かりずらくなっておりますが、○○○○○○○○○○付近の俗に言う飯

田線の所であります。全てが住宅街に囲まれておる所なので、何ら問題ないと思われま

す。 

 

ありがとうございます。 

 

案件２番についてお願いします。 

 
  １１番、泉です。 
  この間、事務局と改良区と３人で現地確認してまいりました。近所の方々からも 

理解を得られており何ら問題ないと思いますので、よろしくご審議のほどお願いい

たします。 
 

ありがとうございます。 

 
現地調査大変ありがとうございました。 

それでは、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 

これより質疑を行います。 質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

質疑無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり許可することに決定しました。  

 

 

次に、議案第３号の「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認 

ついて」を議題とします。 

 

議案第３号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の

改訂により改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記農用地利

用集積計画の決定について意見を求める 

                         令和５年４月７日 提出        

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦  
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議案第３号、案件１番と２番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定によ

り、○○○委員の退席を求めます。 

（○○○委員 退席） 
 

事務局の説明を求めます。 

 

１８ページ 1 番、２番をご覧ください。 

関連がありますので、あわせてご説明いたします 

農地の所在は、北野目○○○○○○○○○○、地目は田、面積が○○○平方メートル

外田４筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

所有権を移転する方は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さん７３歳、外１名で

す。 

両案件とも所有権の移転を受ける方は、○○○○○○○○○、○○○○○○、○○○

○、○○○○、○○○○さんです。 

売買価格は、１番は総額で○○○○○○円。 

１０アール当たりで割り返しますと 約○○○○○円です。 

２番は、10 アール当たり○○○○○○円で、総額○○○○○○円となっております。 

申請理由といたしまして、いずれの方も高齢になってきたこともあり、農地の処分を考え

ていたものになります。 

申請農地は、区画整理されていない農地で、また堤防の内側にあることから、水害に合

いやすいなど、条件が悪く、安くても構わないとのことで、事前に相談のうえ、近隣を耕作

している「○○○○」が買受に応じてくれたものです。 

この案件は農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているもの 

  と思われます。よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

     本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○○委員の入場を求めます。 

（○○○委員 入場） 

 

次に、議案第３号、案件１５番を議題とします。 

 

本案件は、○番、○○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○

○委員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 
２６ページ １５番についてご説明させていただきます。 

利用権を設定する農地は土川○○○○○○○○、地目は田、面積が○○○平方メート

ル、外田 1 筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、８２
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 
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議 長 

 

 

議 長 

歳です。 

利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○、○○○○○さん、７３歳です。 

期間満了による契約の更新です。 

設定期間は３年で、賃借料は総額で米○俵分の金額となっております。 

なお、この案件は農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているもの

と思われます。よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員入場） 

 
次に、議案第３号、案件２１３番から２１５番を議題とします。 

 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○

○委員の退席を求めます。 

   （○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

１４０ページから１４２ページの２１３番から２１５番について、関連がありま

すので一括で説明いたします。 
利用権を設定する農地は、下深井○○○○○○○○○○、地目は田、面積○○○

平方メートル、外、田３２筆、畑２筆、計３４筆、合計面積○○○○○○平方メー

トルです。 
農地中間管理機構を活用した新規の利用権設定です。 
利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、外

３名です。 
秋田市山王四丁目１番２号、公益社団法人秋田県農業公社が借り受けます。 
秋田県農業公社から先ほどの農地を借り受ける方は、○○○○○○○○○○○○

○○、○○○○さんです。 

期間は全て１０年間、賃借料は１０アール当たり○○○○○円から○○円、及び

使用貸借で、賃借料の違いは圃場の条件によるものです。 
申請理由として、○○さんが現在強化法等で契約している農地を、中間管理事業

に切り替えるものです。 

ただいま説明いたしました２１３番から２１５番につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項各号の要件を満たしているものと考えられます。よろし

くご審議くださるよう、お願い申し上げます。 
 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 
次に、議案第３号、案件２１６番を議題とします。 

 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定に    

より○○委員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 
 

事務局の説明を求めます。 

 
１４３ページの２１６番を説明いたします。 
利用権を設定する農地は、大曲西根○○○○○○○、地目は畑、面積○○○平方

メートル、外、田２筆、計３筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

農地中間管理機構を活用した新規の利用権設定です。 
利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 
秋田市山王四丁目１番２号、公益社団法人秋田県農業公社が借り受けます。 
秋田県農業公社から先ほどの農地を借り受ける方は、○○○○○○○○○○○○、

○○○○さんです。 
期間は１０年間、賃借料は１０アール当たり○○○○○○円です。 
申請理由として、○○さんが現在強化法で契約している農地を、中間管理事業に

切り替えるものです。 

ただいま説明いたしました２１６番につきましては、農業経営基盤強化促進法第

１８条第３項各号の要件を満たしているものと考えられます。よろしくご審議くだ

さるよう、お願い申し上げます。 
 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員入場） 

 

 

次に、議案第３号、案件２１７番から２１９番を議題とします。 

    本案件は、○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○○

委員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 
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１４３ページ２１７番から１４６ページ２１９番は関連がありますので、一括で

ご説明させていただきます。 
農地中間管理機構を活用した一括方式による新規の賃貸借権設定です。 

利用権を設定する農地は、上野田○○○○○○○、地目は田、面積○○○○○ 平
方メートル外田３５筆、計３６筆、面積○○○○○○平方メートルです。 
利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○、○○○○○さん、８１歳、外２

名です。 

利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○、○○○○さん、６８歳です。 
設定期間は１０年１０アール当り賃借料は○○○○○○円となっております。 
申請理由といたしまして、３案件とも、労力不足や高齢により、耕作がむずかし

くなってきたため、○○さんが借り受けに応じてくれたものです。 

本案件は農業経営 基盤強化 促進法 第１８条 第３項の各要件を満たしているも

のと考えられます。よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます 

 
説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

   ○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 
次に、議案第３号、案件３番から１４番、１６番から２１２番、２２０番から２５４番までを議題

とします。 

 

事務局の説明を求めます。 

 

２０ページから２１ページ、８番をご説明します。 

所有権を移転する農地は、土川○○○○○○○○○、地目は畑、面積○○○○○平

方メートル外、畑１４筆、計１５筆、合計面積○○○○○○○平方メートルです。 

所有権を移転する方は、○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○、○○○○

○、○○○○さん。 

所有権の移転を受ける方は、○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○、○

○○○○、○○○さんです。 

申出理由としまして、○○○○○は、主に玉ねぎやニンニク・大根、葉もの野菜を作付・

出荷しています。また、○○○○○は養豚を行っており、○○○○○は父の○○○○さん

が、○○○○○は子の○○○さんが経営しております。 

○○○○○は、飼料高騰のため肥育経費がかかり増しとなっている経営状況であること

から、○○○○○で家畜用のトウモロコシを作付し、○○○○○が買い取ることができない

かと相談をしたところ、○○○○○では、家畜用の作物は手掛けたことがないこと、別会社

で営農していることから、営農計画にあまり影響のない当該農地であれば売買することがで

きるので、○○○○○が農地を買い受けし、飼料用作物の生産をすることの提案を受けた

ため、売買することになったものであります。 

売買価格は、１０アール当り○○○円で、総額○○○○○○○○○○円となっておりま

す。売買価格が高くなっておりますが、○○○さんがこれらの農地を取得した時の価格に

土壌改良にかかった費用も加味して設定したものであるためです。 
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３２ページ２８番から４７ページ５０番まで、関連がありますので一括で説明します。 

利用権を設定する農地は、神宮寺○○○○○○○○、地目は田、面積○○○平方メー

トル、外、田１２８筆、合計田１２９筆、○○○○○○○○○○平方メートルです。 

新規の賃貸借権設定です。 

利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、７７歳、外２４名

です。 

利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○

○○、○○○○、○○○○さんです。 

設定期間は５年、賃借料は１０アール当り○○○○○○円から使用貸借となっておりま

す。 

申請理由として当該農地はこれまで、○○○○さんが個人で耕作しておりましたが、宮 

田・福島地区の圃場整備事業を機に法人を立ち上げ、水稲部門の経営を法人へ移するこ 

ととなったものです。 

なお、一部賃借料が低く設定されている農地がありますが、形状が不整形であることや  

水利関係が悪いなど、圃場の条件によるものです。 

また、代表の○○さんが所有する農地は、全て使用貸借となっております。 

 

 

５７ページ７４番をご説明いたします。 
利用権を設定する農地は、下鴬野○○○○○○○○、地目が田、面積○○○○○平

方メートル、１筆です。 

新規の賃貸借権設定です。 
利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、４１

歳です。 
利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○、○○○さん、７２歳です。 

設定期間は、３年で、賃借料は総額○○○円です。 
申出理由といたしまして、○○さんと○さんは親戚関係で、○○さんが父から農

地を相続したことにより新たに設定するものであります。賃借料が高額になってお

りますが、土地改良区の賦課金は、出し手負担であること、相続前よりこの金額を

受け手が提示していること、次回の更新時には賃借料の見直しを図ることを双方合

意のうえ契約するものであります。 
 

 

８１ページ、１１２番と８４ページ、８５ページ、１１６番をご覧ください。 
関連がありますので合わせて説明いたします。 
新規の利用権設定です。 
利用権を設定する農地は、協和稲沢○○○○○○○、地目が田、面積○○○平方

メートル、外、田３０筆、合計面積は○○○○○○平方メートルです。 
利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○、○○○○○さん、６６歳、

外、２名です。 
利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○、○○○

○、○○○○、○○○○さんです。 
契約期間は３年、賃借料は１０アールあたり○○○○○円です。 
申請理由といたしましては、いずれの農地につきましても、これまで自作されて

おりましたが、高齢や労力不足などの理由により耕作が難しくなり、○○○○が借

り受けることとなったものです。 
借受法人につきましては、主に協和地域で、ソバの作付けを目的に設立された法

人で、昨年から試行的に作業受委託により耕作を行っており、認定農業者の資格を
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取得しております。 
賃借料については、当該農地は、水利状況が悪いなど、耕作が不便なことから、

ソバを作付けすることを前提に契約をするもので、近隣の借受料金を参考にして、

この金額となったものです。 
 
 

８７ページ、１１９番をご覧ください。 

新規の利用権設定です。 
利用権を設定する農地は、協和小種○○○○○○○、地目が畑、面積○○○○○

平方メートル、１筆です。 
利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○さん、７３歳で

す。 
利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○

○○○○、○○○○○、○○○○さんです。 
申請理由といたしましては、申請地は、既に借受会社が牛の飼料を生産するため

草地として利用している農地になりますが、現状に合わせて契約をするものです。 
なお、この後の案件番号１２２番から１６０番については、同じく○○○○○○○

○○が草地として借り受ける更新案件ですが、５年前に新規契約した際、この１筆

のみが契約されておりませんでしたので、更新にあたり追加で契約をするものです。 

また、使用貸借となっている理由は、当該農地は長年、多くの所有者が耕作でき

ず、荒廃していました。荒らしておくより、無料でも構わないので、草地として管

理してもらいたいとの所有者からの申し出を受けたものになります。 
 

 

１１０、１１１ページの１７５番についてご説明いたします。 

   利用権を設定する農地は、南外○○○○○○○、地目は田、面積が○○○○○平

方メートル、ほか、田７筆、計８筆、合計面積○○○○○○平方メートルです。 
設定期間満了による利用権の更新です。 

   利用権の設定をする方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、６５歳

です。 

利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、 

６４歳です。 
   設定期間は、１０年、賃借料は１０アール当たり○○○○○円です。 

申請理由といたしまして、申請地は、不整形で、山林に近く、生産性が低いこと

から、貸主の○○さんから、主に荒廃を避けるため、引き続き農地の管理をして欲

しいとの依頼があり、この金額となったものです。 

 
 

１６２ページの２４４番について説明いたします。 
利用権を設定する農地は、下深井○○○○○○○○、地目は田、面積○○○平方

メートル、外、田１筆、計２筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 
農地中間管理機構を活用した新規の利用権設定です。 

利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 
秋田市山王四丁目１番２号、公益社団法人秋田県農業公社が借り受けます。 
秋田県農業公社から先ほどの農地を借り受ける方は、○○○○○○○○○、○○

○○○○○○○○、○○○○、○○○○○さんです。 

期間は１０年間、使用貸借による貸し借りになりますが、理由につきましては、

圃場の条件によるもので、長く耕作放棄されていた農地であり、再生に時間と労力

がかかることから使用貸借となったものです。 
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申請理由として、当該農地は、○○さんの父と兄が亡くなって以降、耕作放棄状

態となっており、借り受けてくれる方を探しておりました。今般、○○さんに相談

があり、再生を目指して法人で受けることになったものです。 

以上の案件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要件

を満たしているものと考えられます。よろしくご審議くださるよう、お願い申し上

げます。 
 

 
私から、その他の案件についてご説明させていただきます。 

議案第３号につきましては、ただいま説明いたしました３０件のほかに、所有権移転１０

件、賃貸借権設定の新規９８件及び更新６５件がございます。 

今回の所有権移転における田の売買価格の内容につきましては、説明案件を除き、１０

アール当たり○○○○○円から○○○○○○円と幅がございます。これは、各地域のほ場

の条件及び契約者双方の意向及び実情を踏まえた妥当な契約金額と推察しております。 

    次に、賃貸借権設定における田の賃借料の内容でありますが、説明案件を除き、１０アー

ル当たり○○円から○○○○円と若干の幅がございます。これについても、ほ場等の条件

や契約者双方の意向もあり、妥当な契約金額と推察しております。 

    いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えて

おりますので、よろしくご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げます。 
 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。  

 

 

次に、報告第１号の「農地法第６条第１項の規定(農地所有適格法人)による報告につい

て」を議題とします。 

 
報告第１号 農地法第６条第１項の規定（農地所有適格法人）による報告について 

  下記の者から、農地法第６条第１項の規定により書類提出があったので、これを報告する 

 

令和５年４月７日 提出        
大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦  

 

事務局より報告願います。 

 
総会議案 No2 をご覧ください。 

   記載の２４法人からの報告がありました。 

   順に読み上げるところですが、総会時間の短縮のため、省略させていただきます。 

ご了承ください。 

   詳細につきましては、１ページから９０ページをご覧ください。 

   結果、全ての法人が農地所有適格法人の要件を満たしていると判断いたしました。 

また、例年、農地所有適格法人の一覧をご連絡しておりますが、今回、４月１日現在の

一覧をお配りしておりますので、後ほどご覧願います。 

よろしくお願いいたします。 
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議 長 

 

 
以上報告といたします。 

 

 
次に、報告第２号の「農用地利用調整会議の廃止について」を議題とします。 

 
報告第２号 農用地利用調整会議の廃止について 

農業委員会事務の見直しに伴い、農用地利用調整会議を廃止したので、これを報告す 

  る 

 

令和５年４月７日 提出        

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 
 

事務局より報告願います。 

 

令和５年度より事務局の班編成の変更に伴い、事務の見直しを図ることといたし

ました。これまで農地班が担当し毎月開催しておりました農地利用調整会議を廃止

するものです。 
まず班編成変更の理由としましては、今年度総務・振興班に人・農地プランの目

標地図作成業務が追加となることから、総務課に職員の増員を要望しておりました

が、叶わなかったため班編成を変更し対応することとしたものです。 
続いて利用調整会議の廃止の理由についてですが、これまで利用調整会議を開催

するのに担当の職員１名が３日程度の時間を要しておりました。そこで今年度から 

 １名減となる農地班の負担を軽減するために廃止することといたしました。参考 
までに近隣市町村では、仙北市以外は実施しておりません。ただ、担当地域の案件 
の周知がおろそかになると困りますので、廃止にあたっての前提条件として、次の 
２点を設けております。１点目は、総会前までに担当地区の農業委員と推進委員に

案件の内容を説明する。また推進委員から確認書に署名をもらう。２点目は、案件

のある推進委員は、これまで通り総会に出席することとする。いずれもこれまでや

ってきたことでありますが、改めて徹底を呼び掛けるものです。なお、この件につ

きましては３月３０日の役員会でご承認いただいております。 

 説明は以上です。 
よろしくお願いいたします。 

  
 

以上報告といたします。 

 
 
その他 

（１） 令和４年度業務報告および令和５年度事業計画について 
（２） 令和５年度農林部関係事業および予算について 

 
 

これで本日の日程は全て終了いたしました。ご苦労様でした。 

 
                           (午前１１時１０分 閉会) 
 

 


